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(57)【要約】
【課題】ゼロ点較正が行われる場合であっても適切にア
ラーム音の出力を行うことができる測定装置、血圧測定
方法、及びプログラムを提供する。
【解決手段】測定装置１は、観血式の血圧測定を行い、
測定中に血圧が所定異常状態となったことを検出する測
定部１２と、観血式の血圧測定に使用するトランスデュ
ーサのゼロ点較正が行われているか否かを検出する検出
部１３と、測定部１２が測定する血圧が所定異常状態と
なった場合に、検出部１３の検出状態に基づいてアラー
ムの出力を行うか否かを制御する報知制御部１４とを備
える。報知制御部１４は、ゼロ点較正に関係する所定の
タイミングからの経過時間と、測定部１２からの出力と
、に基づいて、アラーム音を出力する標準アラームモー
ドと、アラーム音を出力しないアラーム音抑制モードと
を選択することが可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観血式の血圧測定を行い、測定中に血圧が所定異常状態となったことを検出する測定部
と、
　観血式の血圧測定に使用するトランスデューサのゼロ点較正が行われているか否かを検
出する検出部と、
　前記測定部が測定する血圧が前記所定異常状態となった場合に、前記検出部の検出状態
に基づいてアラームの出力を行うか否かを制御する報知制御部とを備える測定装置であっ
て、
　前記報知制御部は、ゼロ点較正に関係する所定のタイミングからの経過時間と、前記測
定部からの出力と、に基づいて、アラーム音を出力する第一モードと、アラーム音を出力
しない第二モードとを選択することが可能である、
　測定装置。
【請求項２】
　前記所定のタイミングとは、
　ゼロ点較正にかかるインターフェイスの操作タイミング、ゼロ点較正実施中に関するメ
ッセージの表示開始タイミング、ゼロ点較正の終了タイミング、ゼロ点較正終了に関する
メッセージの表示開始タイミング、ゼロ点較正終了に関するメッセージの表示終了タイミ
ング、のいずれかである、
　請求項１に記載の測定装置。
【請求項３】
　前記経過時間は、第一設定時間と、前記第一設定時間より後の時間である第二設定時間
と、を有し、
　前記報知制御部は、前記第一設定時間の時点で、前記測定中の血圧が第一設定値を下回
るものである場合、前記アラーム音を出力する第一モードを選択する、
　請求項１または請求項２に記載の測定装置。
【請求項４】
　前記報知制御部は、前記第一設定時間の時点で、前記測定中の血圧が、前記第一設定値
と前記第一設定値より大きい第二設定値との間に存する場合、前記第二モードを選択する
、
　請求項３に記載の測定装置。
【請求項５】
　前記報知制御部は、前記第一設定時間の時点で、前記測定中の血圧が、前記第二設定値
より大きい場合、前記第二モードを選択する、
　請求項４に記載の測定装置。
【請求項６】
　前記報知制御部は、前記第二設定時間の時点で、前記測定中の血圧が前記第二設定値よ
り大きい場合、前記第二モードを継続する、
　請求項５に記載の測定装置。
【請求項７】
　前記報知制御部は、前記第二設定時間の時点で、前記測定中の血圧が、前記第一設定値
と前記第一設定値より大きい第二設定値との間に存する場合、前記アラーム音を出力する
第一モードを選択する、
　請求項３に記載の測定装置。
【請求項８】
　前記第二モードは、アラームを鳴動せずにアラームメッセージの表示が行われるアラー
ム音抑制モードである、
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の測定装置。
【請求項９】
　観血式の血圧測定を行い、測定中に血圧が所定異常状態となったことを検出する測定ス
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テップと、
　観血式の血圧測定に使用するトランスデューサのゼロ点較正が行われているか否かを検
出する検出ステップと、
　前記測定部が測定する血圧が前記所定異常状態となった場合に、前記検出部の検出状態
に基づいてアラームの出力を行うか否かを制御する報知制御ステップと、
を備え、
　前記報知制御ステップでは、ゼロ点較正に関係する所定のタイミングからの経過時間と
、測定部からの出力と、に基づいて、アラーム音を出力する第一モードと、アラーム音を
出力しない第二モードとが選択される、
　血圧測定方法。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　観血式の血圧測定を行い、測定中に血圧が所定異常状態となったことを検出する測定ス
テップと、
　観血式の血圧測定に使用するトランスデューサのゼロ点較正が行われているか否かを検
出する検出ステップと、
　前記測定部が測定する血圧が前記所定異常状態となった場合に、前記検出部の検出状態
に基づいてアラームの出力を行うか否かを制御する報知制御ステップと、
を実行させるプログラムであって、
　前記報知制御ステップでは、ゼロ点較正に関係する所定のタイミングからの経過時間と
、測定部からの出力と、に基づいて、アラーム音を出力する第一モードと、アラーム音を
出力しない第二モードとが選択される、
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定装置、血圧測定方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検者の血管内にカテーテルなどを挿入し、時々刻々と変化する血圧を連続的に測定す
る観血式血圧測定法が知られている（例えば、特許文献１を参照）。血管内で発生してい
る圧力は、カテーテルに接続されたトランスデューサによって電気信号に変換される。血
圧計は、トランスデューサによって変換された電気信号に対応する血圧値や血圧波形を、
医療従事者などに表示する。
【０００３】
　観血式の血圧測定においては、測定の基準値を定めるためのゼロ点較正と呼ばれる処理
が必須である。ゼロ点較正は、トランスデューサを基準点に配置し、トランスデューサに
加わる圧力をゼロにしたとき（カテーテルを大気開放したとき）の、血圧値に対する電気
信号を測定基準値（例えば０ｍｍＨｇ）にするように行なわれる。
　ところで観血式の血圧測定を行う場合、患者に取り付けたカテーテルの外れを知らせる
アラーム出力が推奨されている。医療従事者は、このアラームを参照することによりカテ
ーテル外れを即座に認識できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１３－５１７８６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述のように、従来の血圧測定システムには、カテーテル外れを検出する等の一定の条
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件に該当する場合に、所定の異常状態（例えば脈拍が検出できなくなり、平均血圧が１０
ｍｍＨｇ以下となった状態）を医療従事者に知らせるためのアラーム機能が設けられてい
る。
【０００６】
　しかしながら、従来の血圧測定システムでは、測定の基準値を定めるためのゼロ点較正
を行った後、例えばまだ手術の準備中であるにも関わらず、アラーム音が出力されてしま
う場合があった。すなわち、ゼロ点較正の後に、アラーム音の無駄鳴りが生じてしまう場
合があった。この場合、医療従事者は、アラーム音を解除するため操作を行わなければな
らず、他の準備作業を阻害してしまうため好ましくない。
【０００７】
　そこで、本発明は、ゼロ点較正が行われる場合であっても適切にアラーム音の出力を行
うことができる測定装置、血圧測定方法、及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の測定装置は、
　観血式の血圧測定を行い、測定中に血圧が所定異常状態となったことを検出する測定部
と、
　観血式の血圧測定に使用するトランスデューサのゼロ点較正が行われているか否かを検
出する検出部と、
　前記測定部が測定する血圧が前記所定異常状態となった場合に、前記検出部の検出状態
に基づいてアラームの出力を行うか否かを制御する報知制御部と、
を備える測定装置であって、
　前記報知制御部は、ゼロ点較正に関係する所定のタイミングからの経過時間と、測定部
からの出力と、に基づいて、アラーム音を出力する第一モードと、アラーム音を出力しな
い第二モードとを選択することが可能である。
【０００９】
　上記構成によれば、ゼロ点較正に関係する所定のタイミングからの経過時間と測定部か
らの出力とが所定条件に該当した場合、アラーム音を出力しない第二モードが選択され得
るため、アラーム音の無駄鳴りが生じることを抑制することができる。また、前述の所定
条件から外れる場合には、アラーム音を出力する第一モードが選択されて、アラーム音が
鳴る。
　このように、上記構成によれば、ゼロ点較正が行われる場合であっても、適切なタイミ
ングでアラーム音が出力されたり抑制されたりするように制御することができる。その結
果、医療従事者は、アラーム音を解除するための操作を行うことを要さず、他の準備作業
が阻害されない。
【００１０】
　また、本発明の血圧測定方法は、
　観血式の血圧測定を行い、測定中に血圧が所定異常状態となったことを検出する測定ス
テップと、
　観血式の血圧測定に使用するトランスデューサのゼロ点較正が行われているか否かを検
出する検出ステップと、
　前記測定部が測定する血圧が前記所定異常状態となった場合に、前記検出部の検出状態
に基づいてアラームの出力を行うか否かを制御する報知制御ステップと、
を備え、
　前記報知制御ステップでは、ゼロ点較正に関係する所定のタイミングからの経過時間と
、測定部からの出力と、に基づいて、アラーム音を出力する第一モードと、アラーム音を
出力しない第二モードとが選択される。
【００１１】
　また、本発明のプログラムは、
　コンピュータに、
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　観血式の血圧測定を行い、測定中に血圧が所定異常状態となったことを検出する測定ス
テップと、
　観血式の血圧測定に使用するトランスデューサのゼロ点較正が行われているか否かを検
出する検出ステップと、
　前記測定部が測定する血圧が前記所定異常状態となった場合に、前記検出部の検出状態
に基づいてアラームの出力を行うか否かを制御する報知制御ステップと、
を実行させるプログラムであって、
　前記報知制御ステップでは、ゼロ点較正に関係する所定のタイミングからの経過時間と
、測定部からの出力と、に基づいて、アラーム音を出力する第一モードと、アラーム音を
出力しない第二モードとが選択される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の測定装置、血圧測定方法、及びプログラムによれば、ゼロ点較正が行われる場
合であっても適切なアラーム音の出力を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態に係る測定装置を備えた血圧測定システムの概要図である。
【図２】測定装置の動作を説明するフローチャートである。
【図３】測定装置の動作を説明するフローチャートである。
【図４】測定装置の動作を説明するフローチャートである。
【図５】測定装置の動作を説明するフローチャートである。
【図６】測定装置の動作を説明するフローチャートである。
【図７】従来の測定装置におけるアラームモードの切替え例を示す概念図である。
【図８】本実施形態の測定装置におけるアラームモードの切替え例を示す概念図である。
【図９】アラームモード切替えの一例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本実施形態に係る測定装置の一例について、図面を参照して説明する。
　図１は、本実施形態に係る測定装置１０を備えた血圧測定システム１の構成を示す概要
図である。
　血圧測定システム１は、被検者２の血圧値を観血的に測定することが可能である。血圧
測定システム１の測定装置１０は、血圧を観血的に測定できるものであれば良く、例えば
生体情報モニタや除細動器等が該当する。測定装置１０は、観血式の血圧測定以外の各種
測定（心電図、呼吸曲線、ＳｐＯ２、体温測定等）を行うことができる構成であってもよ
いことは勿論である。
【００１５】
　図１に示す例は、動脈血圧の測定を行う場合であり、被検者２の橈骨動脈にカテーテル
（動脈針）２１が挿入されている。トランスデューサ２２は、被検者２の心臓の高さ（胸
厚の半分に対応する位置の高さ）に固定される。カテーテル２１とトランスデューサ２２
は、モニタリングライン２３によって接続されている。
【００１６】
　モニタリングライン２３は、第一チューブ２３ａ、第二チューブ２３ｂ、第三チューブ
２３ｃ、三方活栓２３ｄ、及び輸液ボトル２３ｅを含んでいる。第一チューブ２３ａは、
カテーテル２１と三方活栓２３ｄとを接続している。第二チューブ２３ｂは、トランスデ
ューサ２２と三方活栓２３ｄとを接続している。三方活栓２３ｄは、血圧測定時には第一
チューブ２３ａと第二チューブ２３ｂとを接続させて大気を遮断する。また、三方活栓２
３ｄは、ゼロ点較正実行時にトランスデューサ２２が大気に触れるように栓をする。第三
チューブ２３ｃは、輸液ボトル２３ｅとトランスデューサ２２とを接続している。輸液ボ
トル２３ｅには、生理食塩水が収容されている。
【００１７】
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　トランスデューサ２２は、観血式の血圧測定に使用される変換器である。トランスデュ
ーサ２２は、生理食塩水を通じて伝達される被検者２の血管内の圧力に対応する電気信号
を出力する。測定装置１０は、当該電気信号に対応する血圧値や血圧波形を、医療従事者
などのユーザに表示する。
【００１８】
　測定装置１０は、制御部１１と、報知部１６と、入力部１７と、表示部１８とを備えて
いる。制御部１１は、測定部１２と、検出部１３と、報知制御部１４と、較正部１５とを
備えている。また、測定装置１０は、図示を省略する二次記憶装置等を適宜備えている。
【００１９】
　報知部１６は、音声ガイダンスやアラームを出力するものであり、例えばスピーカ及び
スピーカ周辺回路等から構成されている。なお、報知部１６は、音を出力するものに限ら
れず、例えばインジケータのように視覚的に警告を報知するものであってもよい。報知部
１６の出力処理は、後述する報知制御部１４によって制御されている。
【００２０】
　入力部１７は、医療従事者からのデータ入力を受け付けるインターフェイスである。入
力部１７は、例えば測定装置１０の筐体上に設けられたボタン、ツマミ、スイッチ等であ
る。また、入力部１７は、タッチパネルのように表示装置（液晶ディスプレイ）と一体化
された構成であってもよい。入力部１７は、後述するゼロ点較正用のボタンやオールゼロ
処理用のボタンを含む。
【００２１】
　表示部１８は、測定装置１０の各種測定値や表示メッセージを表示する表示装置および
周辺回路（またはソフトウェア）である。表示部１８は、測定装置１０の筐体上に設けら
れた液晶ディスプレイやインジケータであってもよく、測定装置１０に着脱可能に構成さ
れたディスプレイ装置等であってもよい。
【００２２】
　続いて、制御部１１内の各処理部の機能について説明する。制御部１１は、測定装置１
０の制御を行うものであり、図示を省略する記憶部（二次記憶装置）から適宜プログラム
を読み出して実行する。制御部１１は、例えばゼロ点較正を実行する際の表示制御等を行
う。
【００２３】
　較正部１５は、測定装置１０が測定する血圧値の測定基準値を較正する。血圧測定の開
始等の時点において、測定装置１０のゼロ点較正が行われる。具体的には、三方活栓２３
ｄを大気開放状態にしてトランスデューサ２２にかかる圧力がゼロにされる。較正部１５
は、この状態において測定装置１０に入力される電気信号を基準値（例えば０ｍｍＨｇ）
にするように内部の較正を行う。
【００２４】
　測定部１２は、観血式の血圧測定を行う。すなわち、測定部１２は、トランスデューサ
２２から出力された電気信号をＡ／Ｄ変換処理によってデジタルデータに変換し、変換さ
れたデジタルデータに基づいて血圧値や血圧波形を算出する。血圧値や血圧波形の算出方
法は、一般的な観血式血圧測定における手法と同様であればよい。算出した血圧値や血圧
波形は、表示部１８に表示される。
【００２５】
　また、測定部１２は、測定中に血圧が所定異常状態となったことを検出する。例えば算
出された血圧値や血圧波形に基づいて、被検者２に所定異常状態が生じたことを検出する
。この場合の所定異常状態とは、被検者に装着されたカテーテル２１が外れた場合等に生
じる状態であり、例えば脈拍が無く、平均血圧値が１０ｍｍＨｇ以下となった状態が所定
時間（例えば１０秒程度）継続する。また、例えば血圧デバイスが閉塞状態とされて、出
力された血圧値が測定装置１０で設定されている閾値（例えば２００～３００ｍｍＨｇ）
を超える値となった場合等にも所定異常状態が生じたと検出する。
【００２６】
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　検出部１３は、ゼロ点較正が実行されている最中であるか否かを検出する。また、検出
部１３は、ゼロ点較正に関係する所定のタイミングを検出する。検出結果は、検出部１３
から報知制御部１４にリアルタイムで通知される。例えば検出部１３は、以下の（１）か
ら（３）に示すような手法で、ゼロ点較正が実行されている最中であるか否か、あるいは
ゼロ点較正に関係する所定のタイミングを判定する。
【００２７】
（１）「ゼロ点較正／オールゼロ」ボタンの押下
　検出部１３は、ゼロ点較正に関係する入力インターフェイス（ボタン、ツマミ、スイッ
チ等）を監視し、ゼロ点較正が実行されることを示す操作がなされた場合にゼロ点較正実
行中と判定する。
【００２８】
（２）ゼロ点較正処理の実行
　検出部１３は、較正部１５の動作を監視し、ゼロ点較正が実行されていること（例えば
ゼロ点較正用のソフトウェアが実行されていること等）が検出された場合にゼロ点較正実
行中と判定する。同様に、検出部１３は、較正部１５の動作を監視し、ゼロ点較正が終了
したこと（例えばゼロ点較正用のソフトウェアが終了されたこと等）が検出された場合に
ゼロ点較正終了と判定する。
【００２９】
（３）ゼロ点較正に関するメッセージの表示
　検出部１３は、較正部１５から表示部１８へのゼロ点較正実行中に関する表示指示、ま
たは表示部１８におけるゼロ点較正実行中に関するメッセージ表示処理を監視する。検出
部１３は、ゼロ点較正が行われていることを示すメッセージの表示が検出された場合、ゼ
ロ点較正実行中であると判定する。さらに、検出部１３は、表示部１８へのゼロ点較正専
用画面の表示が検出された場合にもゼロ点較正実行中であると判定する。また、検出部１
３は、ゼロ点較正に関する終了メッセージの表示が検出された場合にはゼロ点較正が終了
したものと判定する。
【００３０】
（４）オールゼロ動作の検出
　オールゼロに関する検出方法は、複数のカテーテル２１を用いた複数個所での観血式の
血圧測定を行っている場合に用いられる。検出部１３は、ソフトウェアによるオールゼロ
動作（複数個所のゼロ点較正を行う動作）を検出した場合にゼロ点較正実行中であると判
定する。
【００３１】
　報知制御部１４は、検出部１３によるゼロ点較正の検出状態と、測定部１２による所定
異常状態の検出状態とに基づいて、報知部１６によるアラームの出力を制御する。また、
報知制御部１４は、ゼロ点較正に関係する所定のタイミングからの経過時間と、測定部１
２から出力された血圧値や血圧波形に基づいて、アラームの出力モードを選択する。
【００３２】
　所定のタイミングとは、例えば以下の（Ａ）から（Ｆ）に示すようなものが該当する。
（Ａ）“ゼロ点較正”や“オールゼロ”用のインターフェイスの操作タイミング
（Ｂ）ゼロ点較正実施中に関するメッセージの表示開始タイミング
（Ｃ）ゼロ点較正の終了タイミング
（Ｄ）ゼロ点較正終了に関するメッセージの表示開始タイミング
（Ｅ）ゼロ点較正終了に関するメッセージの表示終了タイミング
（Ｆ）所定の異常状態開始タイミング
　なお、これらの所定のタイミングは、検出部１３によって検出される。
【００３３】
　次に、血圧測定システム１における測定装置１０の動作例について、図２～図６を参照
しつつ説明する。本例では、血圧測定の開始時に測定装置１０のゼロ点較正が行われる場
合の動作を説明する。
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【００３４】
　図２に示すように、測定装置１０において例えばゼロ点較正ボタンが押下されると、検
出部１３は、ゼロ点較正の実行が開始されたことを検出する。さらに、例えばゼロ点較正
用のソフトウェアが終了すると、検出部１３は、ゼロ点較正が終了したことを検出する（
ステップＳ１０１）。本例では、ゼロ点較正の終了時を上記ゼロ点較正に関係する所定の
タイミングとする。
【００３５】
　続いて、測定装置１０は、アラーム音を抑制するアラーム音抑制モードを利用するため
の設定スイッチがオンに設定されているか否かを判別する（ステップＳ１０２）。判別の
結果、設定スイッチがアラーム音を抑制するモードに設定されていない場合、標準アラー
ムモード（第一モードの一例）が選択された状態となる。本例の標準アラームモードとは
、所定異常状態が検出された場合に、アラームメッセージを表示し、且つアラーム音を出
力するモードである。
　なお、設定スイッチのオンとオフに関わらず、本例の測定装置１０は、ゼロ点較正の終
了時から例えば３０秒経過するまでの間は、所定異常状態が検出された場合でもアラーム
メッセージの表示およびアラーム音を出力（鳴動）しないように設定されている。
【００３６】
　一方、ステップＳ１０２で、設定スイッチがアラーム音を抑制するモードに設定されて
いる場合、報知制御部１４は、アラーム音抑制モード（第二モードの一例）を選択するか
否かを、ゼロ点較正の終了時から例えば３０秒経過時点において、チェックすることとな
る。
　アラーム音抑制モードとは、所定異常状態が検出された場合、アラーム音を出力しない
ようにするか、アラーム音の音量を標準アラームモードの音量より小さくする等、アラー
ム音が抑制されるモードをいう。アラームメッセージは表示しないようにしてもよいし、
表示するようにしてもよい。
【００３７】
　続いて、図３に示すように、測定部１２は、トランスデューサ２２から出力される電気
信号に基づいて、測定中の血圧値を算出する（ステップＳ１０５）。血圧値は、トランス
デューサ２２から出力される値の１秒間毎の平均血圧値である。
　測定部１２は、検出される脈拍数をカウントする（ステップＳ１０６）。
　なお、この血圧値の算出と脈拍数のカウントとは、例えばゼロ点較正の終了後に開始さ
れて、その後継続的に繰り返し実施される処理となる。
【００３８】
　続いて、図４に示すように、報知制御部１４は、ゼロ点較正の終了時から３０秒経過し
ているか否か判別する（ステップＳ１０７）。３０秒経過していないと判別された場合、
図３のＡステップに戻り各処理を繰り返す。
　一方、３０秒経過している場合には、報知制御部１４は、測定部１２によって算出され
た血圧値が予め設定されている第二設定値（例えば２００ｍｍＨｇ）以上であるか否か判
別する（ステップＳ１０８）。第二設定値は、１５０～３００ｍｍＨｇに設定することが
できる。なお、後述する第一設定値は、本例では、６０ｍｍＨｇに設定されている。第一
設定値を６０ｍｍＨｇとしているのは、脈動のない静脈圧の測定を妨げないようにするた
めである。
【００３９】
　ステップＳ１０８で、血圧値が２００ｍｍＨｇ以上ではないと判別された場合、報知制
御部１４は、その血圧値が第一設定値（例えば６０ｍｍＨｇ）以上第二設定値（２００ｍ
ｍＨｇ）未満であるか否か判別する（ステップＳ１０９）。ここで、血圧値が６０ｍｍＨ
ｇ以上２００ｍｍＨｇ未満に該当しない場合、すなわち血圧値が６０ｍｍＨｇ未満である
場合には、報知制御部１４は、標準アラームモードを選択する（ステップＳ１１０）。
【００４０】
　一方、ステップＳ１０８で、血圧値が２００ｍｍＨｇ以上であると判別された場合、図



(9) JP 2018-187146 A 2018.11.29

10

20

30

40

50

５に示すように、報知制御部１４は、アラーム音抑制モードを選択する（ステップＳ１１
１）。
　続いて、報知制御部１４は、測定中の血圧値が２秒間以上連続して２００ｍｍＨｇ未満
に低下したか否か判別する（ステップＳ１１２）。連続して２秒間以上２００ｍｍＨｇ未
満に低下しなかった、すなわち測定中の血圧値が２００ｍｍＨｇ以上に維持されていたと
判別された場合、報知制御部１４は、脈拍数が８拍以上連続して検出されたか否か判別す
る（ステップＳ１１３）。連続した８拍の脈とは、拍と拍との間が２秒以下で８拍連続す
る脈をいう。また、８拍とは、被検者の生体信号として測定されうる脈拍数を考慮した数
である。検出された脈拍数が８拍未満だったと判別された場合、ステップＳ１１１に戻り
、アラーム音抑制モードを維持する。なお、測定中の血圧値が２００ｍｍＨｇ以上に維持
され、検出される脈拍数が８拍未満である状態が続いた場合、アラーム音抑制モードは経
過時間に制限されず継続して延長される。
【００４１】
　一方、ステップＳ１１２で、血圧値が２秒間以上連続して２００ｍｍＨｇ未満に低下し
たと判別された場合、報知制御部１４は、標準アラームモードを選択する（ステップＳ１
１４）。また、ステップＳ１１３で、脈拍が８拍以上検出されたと判別された場合にも、
報知制御部１４は、標準アラームモードを選択する（ステップＳ１１４）。
【００４２】
　図４に戻り、ステップＳ１０９で、血圧値が６０ｍｍＨｇ以上２００ｍｍＨｇ未満であ
ると判別された場合、図６に示すように、報知制御部１４は、アラーム音抑制モードを選
択する（ステップＳ１１５）。
【００４３】
　続いて、報知制御部１４は、血圧値が２００ｍｍＨｇ以上に上昇したか否か判別する（
ステップＳ１１６）。血圧値が２００ｍｍＨｇ以上に上昇していない、すなわち血圧値が
６０ｍｍＨｇ以上２００ｍｍＨｇ未満であると判別された場合、報知制御部１４は、脈拍
数が８拍以上連続して検出されたか否か判別する（ステップＳ１１７）。検出された脈拍
数が８拍未満であると判別された場合、報知制御部１４は、血圧値が６０ｍｍＨｇ未満に
低下したか否か判別する（ステップＳ１１８）。血圧値が６０ｍｍＨｇ未満に低下してい
ないと判別された場合、報知制御部１４は、ゼロ点較正の終了時から延べ６０秒（第二設
定時間の一例）経過しているか否か判別する（ステップＳ１１９）。経過時間が６０秒経
過していないと判別された場合、ステップＳ１１５に戻り各処理を繰り返し、アラーム音
抑制モードを維持する。
【００４４】
　一方、ステップＳ１１６で、血圧値が２００ｍｍＨｇ以上に上昇したと判別された場合
、図５のステップＳ１１１に戻り、各処理を繰り返す。
　また、ステップＳ１１７で、脈拍が８拍以上検出されたと判別された場合、報知制御部
１４は、標準アラームモードを選択する（ステップＳ１２０）。
　また、ステップＳ１１８で、血圧値が６０ｍｍＨｇ未満に低下したと判別された場合に
も、報知制御部１４は、標準アラームモードを選択する（ステップＳ１２０）。
　さらに、ステップＳ１１９で、経過時間が６０秒に達したと判別された場合にも、報知
制御部１４は、標準アラームモードを選択する（ステップＳ１２０）。
【００４５】
　なお、測定装置１０内の制御部１１の処理は、その一部または全部が測定装置１０内で
動作するコンピュータプログラムとして実現することが可能である。例えば測定部１２は
、トランスデューサ２２から出力された血圧信号をＡ／Ｄ変換処理によってデジタル化し
たデータを用いて血圧値や血圧波形の算出を行うことができる。
【００４６】
　ここでプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体（non-transito
ry computer readable medium）を用いて格納され、コンピュータに供給することができ
る。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体（tangible
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 storage medium）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体（例
えばフレキシブルディスク，磁気テープ，ハードディスクドライブ）、光磁気記録媒体（
例えば光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／Ｗ
、半導体メモリ（例えばマスクＲＯＭ，ＰＲＯＭ（Programmable ROM）、ＥＰＲＯＭ（Er
asable PROM）、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（random access memory））を含む。また、
プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（transitory computer re
adable medium）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読
媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、
電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュー
タに供給できる。
【００４７】
　ところで、血圧値を観血的に測定することが可能な測定装置では、血圧デバイスを組み
立てた後、被検者の血圧ラインを確保した時点で即座に血圧波形・数値を表示するため、
予めゼロ点較正を行って血圧デバイスを閉塞状態にして待機する場合がある。
　しかし、従来の測定装置では、例えば図７に示すように、ゼロ点較正終了からの経過時
間（３０秒）のみを条件として、アラーム音とアラームメッセージを出力しないモードか
らアラーム音とアラームメッセージを出力するモードへと切り替える構成となっていた。
　このため、手術の準備等の理由によりゼロ点較正終了からの所定の時間（３０秒）が経
過した後に上記閉塞状態が継続している場合、血圧回路内が高圧となり、測定装置で設定
された閾値を超えてしまい、アラーム音（臨床的には誤アラーム）が発生してしまうこと
があった。
　例えば、以下のような場合に、いわゆるアラーム音の無駄鳴りが生じてしまうことがあ
った。
１）手術前の準備期間にゼロ点較正を実施し、フラッシュと三活閉鎖を行った場合
２）手術室での被検者が入室前
３）ゼロ点較正の完了後に、動脈ライン（Ａライン）確保の時間がかかっている場合
【００４８】
　これに対し、本実施形態の測定装置１０、血圧測定方法、およびプログラムによれば、
アラーム音とアラームメッセージを出力する標準アラームモード（第一モードの一例）の
他に、所定条件に該当した場合に選択されるアラーム音抑制モード（第二モードの一例）
を有している。所定条件は、例えば、ゼロ点較正終了後（所定のタイミング）からの経過
時間と、測定部の出力とを用いて構成されたものである。この所定条件を、想定されるア
ーチフェクト状態、すなわち、心電図に混入し得るノイズに対応するように設定すること
で、いわゆるアラーム音の無駄鳴りを減らし、適切なタイミングでアラーム音の出力を行
うことが可能となる。また、所定条件から外れた場合（被検者の生体信号を測定している
と判断できる場合）には、標準アラームモードが選択されて、アラーム音抑制モードから
標準アラームモードに移行し、アラーム音の出力を行うことが可能である。
【００４９】
　図８は、アラームモードの切替えの一例を時系列に沿って説明するための概念図である
。例えば、図８に示すように、本例では、まず、ゼロ点較正終了からその３０秒経過まで
の期間は、測定部の出力条件にかかわらず、アラーム音とアラームメッセージを出力しな
いモードが実施される。
【００５０】
　そして、ゼロ点較正終了から３０秒経過時点（第一設定時間）において、血圧値が６０
ｍｍＨｇ未満の場合、標準アラームモードが選択される。それ以降の時間では測定部の出
力条件にかかわらず標準アラームモードが継続される。
　また、ゼロ点較正終了から３０秒経過時点において、血圧値が６０ｍｍＨｇ以上２００
ｍｍＨｇ未満、または２００ｍｍＨｇ以上である場合、アラーム音抑制モードが選択され
る。
【００５１】
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　そして、ゼロ点較正終了の３０秒後からさらに３０秒経過（ゼロ点較正終了から６０秒
経過）までの期間では、血圧値が６０ｍｍＨｇ以上２００ｍｍＨｇ未満で、検出される脈
拍が８拍以上の場合は、アラーム音抑制モードから標準アラームモードに移行する（図６
のＳ１１６，Ｓ１１７，Ｓ１２０参照）。
　また、６０ｍｍＨｇ以上２００ｍｍＨｇ未満だった血圧値が、６０ｍｍＨｇ未満になっ
た場合も同様に、アラーム音抑制モードから標準アラームモードに移行する（図６のＳ１
１６，Ｓ１１７，Ｓ１１８，Ｓ１２０参照）。
　また、血圧値が２００ｍｍＨｇ以上で、検出される脈拍が８拍未満の場合、アラーム音
抑制モードが維持される（図５のＳ１１２，Ｓ１１３参照）。
　なお、血圧値が２００ｍｍＨｇ以上で、検出される脈拍が８拍以上の場合には、アラー
ム音抑制モードから標準アラームモードに移行する（図５のＳ１１２，Ｓ１１３，Ｓ１１
４参照）。２００ｍｍＨｇ以上だった血圧値が、２秒間連続して２００ｍｍＨｇ未満にな
った場合にも、アラーム音抑制モードから標準アラームモードに移行する（図５のＳ１１
２，Ｓ１１４参照）。
【００５２】
　さらに、ゼロ点較正終了から６０秒経過時点（第二設定時間）において、血圧値が６０
ｍｍＨｇ以上２００ｍｍＨｇ未満の場合、アラーム音抑制モードから標準アラームモード
に移行する。それ以降の時間では測定部の出力条件にかかわらず標準アラームモードが継
続される。
　また、ゼロ点較正終了から６０秒経過時点において、血圧値が２００ｍｍＨｇ以上の場
合、アラーム音抑制モードが継続される。
【００５３】
　ゼロ点較正終了から６０秒経過以降では、血圧値が２００ｍｍＨｇ以上で、検出される
脈拍が８拍以下の場合は、アラーム音抑制モードが継続される（図５のＳ１１２，Ｓ１１
３参照）。
　なお、血圧値が２００ｍｍＨｇ以上で、検出される脈拍が８拍以上の場合には、アラー
ム音抑制モードから標準アラームモードに移行する（図５のＳ１１２，Ｓ１１３，Ｓ１１
４参照）。２００ｍｍＨｇ以上だった血圧値が、２秒間連続して２００ｍｍＨｇ未満にな
った場合にも、アラーム音抑制モードから標準アラームモードに移行する（図５のＳ１１
２，Ｓ１１４参照）。
【００５４】
　例えばゼロ点較正の際に測定されうる血圧波形の一例（図９）を挙げて測定装置１０の
動作を説明すると以下のようになる。図９に示す血圧波形Ａは、ゼロ点較正の終了後に血
圧デバイスを閉塞状態にして待機した場合に測定される波形の一例である。
【００５５】
　本例では、上述のように、ゼロ点較正の終了時から３０秒間は、アラーム音もメッセー
ジも出力されないモードが実行される。このため、この間において例えばトランスデュー
サ２２にかかる圧力が略ゼロになり血圧波形Ａの血圧値が矢印で示すＢ点のように所定の
異常状態（１０ｍｍＨｇ以下の状態）となっても、アラーム音が出力されることはない。
【００５６】
　また、ゼロ点較正終了から３０秒経過時点においては、血圧波形Ａの血圧値がＣ点のよ
うに６０ｍｍＨｇ以上２００ｍｍＨｇ未満となっているので、アラーム音抑制モードが選
択される。
【００５７】
　また、ゼロ点較正終了後の３０秒経過時から６０秒経過時までの間では、血圧波形Ａの
血圧値が６０ｍｍＨｇ以上２００ｍｍＨｇ未満（Ｄ点）あるいは２００ｍｍＨｇ以上（Ｅ
点）となっており、さらに本例では脈拍は検出されない（血圧デバイスを閉塞状態にして
待機した場合のため）ので、上記アラーム音抑制モードが維持される。
【００５８】
　また、ゼロ点較正終了から６０秒経過時では、血圧波形Ａの血圧値がＦ点のように２０
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【００５９】
　また、ゼロ点較正終了から６０秒経過時以降では、血圧波形Ａの血圧値が点Ｇのように
２００ｍｍＨｇ以上で、脈拍が検出されない場合には、上記アラーム音抑制モードが継続
される。そして、被検者の血圧測定が開始され、血圧波形Ａの血圧値がＨ領域のように２
秒間連続して２００ｍｍＨｇ未満になった場合には、標準アラームモードに移行される。
【００６０】
　このように、ゼロ点較正が行われる場合であっても、適切なタイミングでアラーム音が
出力されたり抑制されたりするように選択して制御することができる。その結果、医療従
事者は、アラーム音を解除するための操作を行うことを要さず、他の準備作業が阻害され
ない。
【００６１】
　また、モード選択の基準となる所定のタイミングは、ゼロ点較正に関係する複数のタイ
ミングのいずれかを用いることができるので、アラーム音抑制モードが選択される条件を
適切に設計することができる。
【００６２】
　また、アラーム音抑制モードが選択されてアラーム音の出力が抑制された場合でもアラ
ームメッセージは表示されるので、所定異常状態であることをメッセージで確認すること
ができる。
【００６３】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されず、適宜、変形、改良等が自在である。
その他、上述した実施形態における各構成要素の材質、形状、寸法、数値、形態、数、配
置場所等は、本発明を達成できるものであれば任意であり、限定されない。
【符号の説明】
【００６４】
１：血圧測定システム、１０：測定装置、１１：制御部、１２：測定部、１３：検出部、
１４：報知制御部、１５：較正部、１６：報知部、１７：入力部、１８：表示部、２１：
カテーテル、２２：トランスデューサ、２３：モニタリングライン、２３ｄ：三方活栓、
２３ｅ：輸液ボトル
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